
○本庄市農業振興整備促進審議会規則 

平成２９年１２月１９日 

規則第４３号 

（趣旨） 

第１条 本庄市農業振興整備促進審議会条例（平成１８年本庄市条例第１４５号）

第７条の規定に基づき、本庄市農業振興整備促進審議会（以下「審議会」とい

う。）の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開の可否等） 

第２条 審議会の会議は、公開とする。ただし、本庄市情報公開条例（平成１８

年本庄市条例第２０号）第７条に規定する非公開情報に該当する事項について

審議等を行うときは、非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議を非公開としたときは、その理由を明らかにしなければならな

い。 

（会議の開催の事前公表） 

第３条 審議会は、会議が開催される日の７日前までに、次に掲げる事項を記載

した会議の開催予定を市のホームページにより公表するものとする。ただし、

会議を緊急に開催する必要が生じたとき等やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

（１） 開催日時 

（２） 開催場所 

（３） 議題 

（４） 公開・非公開の別及び非公開の場合その理由 

（５） 傍聴人の定員及び傍聴の手続 

（６） その他周知が必要な事項 

（会議の傍聴等） 

第４条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該傍聴を認めることによ

り行う。 

２ 傍聴人は、傍聴している間、会議に配布された資料等を閲覧することができ

る。 



（会議録等の公表等） 

第５条 審議会は、会議録を作成し、会議資料とともに非公開とした部分を除い

た上で、市のホームページにより公表するものとする。 

２ 会議録には、議長のほか、出席した委員のうちから議長が指名する２人の委

員が署名しなければならない。 

（関係者の出席等） 

第６条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は資料等の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、経済環境部農政課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、審議会

が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年１０月２９日規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


